
「中世寺院にお け る 紙の利用J

永村 虞

1 、 紙の消費

奈良興福寺大乗院 門跡尋尊の記 し た 「大乗院寺社雑事記J に は、 「仏地院来、 対面了、

一献給之、 檀紙一束、 扇一本遺之了、 余付衣、 J （長禄 3 年正 月 4 日 条） 、 「井上若狭公

参、 神妙旨仰之、 豊 田 頼英 （下野〉 参ス、 対面、 酒井杉原ー束、 扇一本給之、 」 （長禄 4

年正 月 1 1 日 条） 等 々 、 門跡に参賀 ・ 参上 し た 門徒等へ、 「檀紙J ・ 「杉原J な どの紙を

下 し た記事が散見 さ れ る 。 さ ら に長禄 3 年 2 月 晦 日 条には、

一去正 月 召遣料紙井扇等事

杉原一束 講問始 同 一束 安位寺殿

同 一東 豊田頼英

檀紙一束 講開始 同 一束 香舜

同 一東 山村胤慶 同 一束 吉田通祐

同 一束 畑 同 一束 仏地院

（中略）

以上、 杉原三束、 檀紙十人束三帖、

と し て、 尋尊が 「講開始J や参賀 し た 門徒等に下行し た 「杉原」 ・ 「檀紙J の下行先 と 数

量が記 さ れて い る 。 と り わ け 大乗院の前門跡で あ る 安位寺経覚へ杉原紙 「ー東j が贈 られ

てい る 点 は注 目 さ れ よ う 。 こ れ ら の記事を一覧す る な ら ば、 寺院社会 におい て紙が贈答品

と し て さ かんに授受 さ れていた事実が確認 さ れ る と と も に ‘ 「杉原」 は粗悪 な紙、 「檀紙J

は良質の紙 と い う 通説 を め ぐ る 再考の必要 を痛感す る こ と に な る 。

ま た建久 7 年 （ 1 1 9 6 ） 東大寺 の三論 ・ 華厳宗僧に よ る 世親講の創始に あ た り 、 「別

当 宝寿院僧正、 兼 日 被下之綾被物一重、 開眼布施雑紙四百帖計欺、 講衆曳之、 （中略） 以

合力之用途、 買上紙以添曳、 」 （ 「東大寺続要録j 仏法篇） と あ る よ う に 、 東大寺別 当 覚

成か ら の 「雑紙四百帖計J と ー結衆か ら の合力 に よ り 買 われた 「上紙J が、 講衆に 「布施J

と し て下行 さ れてい る 。

こ の よ う に 、 寺家 と 寺僧の 問 で、 ま た 寺僧相互 で、 贈答や布施 と し て紙が授受 さ れ る 事

例は枚挙にい と ま ない。 すな わ ち 日 常的 な教学活動に関わ る写経や聖教類の料紙には じ ま

り 、 寺院経営 に 関 わ る 文書の料紙、 さ ら には寺僧の書状に至 る ま で、 寺内 で腫大な量の紙

が消費 さ れてい た こ と は確か であ り 、 こ の た め に紙が寺家 ・ 院家 ・ 寺僧の許に 常備 さ れて
39 



いたはずで あ る 。 そ し て こ れ ら の紙 を用い て作成 さ れた尼大な文書等の僅か一部が、 今 日

に古文書 ・ 古記録 ・ 聖教 ・ 経巻 ・ 典籍類 と し て伝来 し て い る 。

さ て こ の よ う な紙の消費 を支え る た め に は、 大量の紙の供給が必須 と さ れ る こ と は言 う

ま で も な い 。 と こ ろ で平安時代中期におい て東大寺封戸 がお かれた諸国のな かで、 駿河国

か ら 「中 男作物紙二千二百張 代米十一石 〈張別玉合〉 」 、 下野固か ら 「中 男作物紙九千

三百六十張 代米六石人斗 〈張別五合） J 、 若狭国か ら 「 中 男作物紙人百張 代銭人百文J

（ 「東大寺要録J 封戸水田章） と い う よ う に 中 男作物 と し て 紙の寺納が定め ら れていたが、

いずれ も代米 ・ 代銭で納付 さ れ る こ と に な っ ていた。 ま た摂津園長洲浜の地子米は、 「件

所出年貢代寺家三十講捧物紙一千帖也、 J （ 「東大寺続要録J 寺領章） と あ る よ う に、

「捧物紙J の財源 と さ れていた。 つ ま り 平安時代 中 期 よ り 、 寺封 ・ 寺領か ら の封物 ・ 年貢

と し て紙の原物が寺納 さ れたの ではな く 、 寺納 さ れた米銭 に よ っ て紙が購入 さ れ、 日 常的

な消費 に あ て られた わ け で あ る 。 こ の よ う に考え る な ら ば、 平安時代 よ り 東大寺で消費 さ

れた履大な紙 を供給す る生産地は、 少 な く と も東大寺 に近い地域に存在 し 、 ま た紙の流通

系路 も 存在 し たはずで あ る 。 中世にお け る 紙の生産 ・ 流通につい ては、 小野晃嗣氏 「中世

におけ る 製紙業 と 紙商業」 （ 『 日 本産業発達史の研究』 所収） が数少ない拠 るべき先行研

究であ り 、 紙座を介 し て、流通す る 「奈良紙J （ 「雑紙J ） の存在に触れ ら れてい る 。 そ し

て東大寺 を含む南都諸寺 におい て消費 さ れた紙の生産 ・ 流通について、 地域市場の なかで

今一度そ の実態を明 ら か にす る 必要があ り 、 こ れは今後解決すべき課題 と な る 。

2 、 「書様」 と 料紙の形態

中世寺院 の 日 常的 な経営活動のなかで発給 ・ 受給 さ れ る 文書の類は、 寺院特有の形式 ・

形態 に し た が っ て起草 さ れ る 場合が多い。 寺内 にお け る 法会 ・ 付法 ・ 補任や世俗な ど様々

な場において、 寺家 ・ 院家 ・ 寺僧が文書 を発給する こ と に な る が 、 文書 を一定の形式に よ

り 起草す る 手 引 き と し て 、 い わ ゆ る 「書様J が作成 さ れた 。 こ の 「書様j は、 特定の 目 的

の も と で作成 さ れ る 文書の形式を集め た も の であ る が 、 そ の他に文書の形態 に 関 わ る 記事

も 見 ら れ る 。

永正 1 5 年 （ 1 5 1 8 ） 興福寺維摩会の竪義 に招請 さ れた東大寺英憲が草 し た 「維摩会

遂業 日 記J （東大寺 図書館所蔵） には、 竪者 と し て発給すべ き 文書の形態 に 関 わ る 記述が

見 ら れ る 。 例 え ば、 竪義論義の主題 を竪者が探題 に 申 告す る 儀式 と し て の 「義名付J に先

立 ち 、 参上 を指示す る 他寺探題御教書を受け て竪者が探題 に送 る 「返事J は、



返事書様

明 日 可出維摩会竪義義名之 由 事、 謹承候畢、 早可存知候、 某 〈英憲） 恐↑皇謹言、

十二 月 十 四 日 英憲 〈詩文〉

杉原一枚ニ書之、 礼紙用之、 立紙上下捻之、 表書ハ無之、 実名計也、 英憲請文 ト 書之、

と あ る よ う に、 「恐↑皇謹言」 で書止 る い わ ゆ る 非定形文書 と し ての書状形式 を と る も の で

あ る 。 こ の書状形式 に よ り 「杉原J 紙の本紙 「一枚J に記 し た 「返事J は、 「礼紙J を副

え ず 「立文J （懸紙 ・ 封紙） で包み上下 を捻封 と し 、 「立文J の裏側 に 「英憲請文J と 記

し た形態 を と る も の と さ れた。 ま た 「義名付」 に あ た り 竪者が探題 に提出 す る 「二字j

「義名」 ・ 「十題J について も、

二字書様

旧 記云、 杉原二枚重而書之、 其上ニ礼紙ヲ巻之、 不用立紙也、 名字与年号、 其問六七

行可隔之、 名字時墨 ヲ取 （磨、 スル欺、 ） 墨黒ニ書之云 々 、

伝燈大法師 英憲

永正十五年十二 月 日

義名書様

旧記云、 杉原二枚重而書之、 中 ハ 引巻テ不封、 不用礼紙、 立紙巻之、 不捻押折也、 書

様ハ極信ニ一枚ニ広之書之云 々 、

註進 当年維摩会第四夜竪義所立義名事

声聞賢聖義章 若花厳宗ナ ラ ハ断惑義章

因 明 四種相違義

右、 註進如件、

永正十五年十二 月 日

十題書様

竪義者英憲

杉原一枚ニ書之、 不用礼紙 ・ 立紙也、 先内明玉題、 自 一間至五問書之、 次三行計隔 テ

因 明 五題書之、 問字無之、 別 ノ 紙 ヲ 細 ク 切テ、 中 ヨ リ 巻出 テ、 表 ヲ 封シ テ封字書之、

章云、 如地論説 。 文、 此五種相者何等耶、

章云、 問 日 何故 p 文、 意何、

（下略）

と あ り 、 「義名付J の場におい て竪者が探題 に奉呈す る 「二字J ・ 「義名J ・ 「十題J の

三通の文書は、 各 々 そ の形態 を異に し て い る こ と が知 ら れ る 。 すな わ ち 名刺に相 当 す る
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「二字J は 、 「杉原二枚J （本紙 ・ 裏紙） に記 し て 、 その上を 「礼紙」 で巻 く も の で、

「立紙J は用いない。 ま た竪義問題の 出典を記す 「義名j は、 同 じ く 「杉原二枚j に記 し

て本紙 ・ 裏紙のみで一旦巻い て封 を加えず、 「礼紙J を巻 く こ と な く 、 「立紙J を懸け、

捻封ではな く 折封 と し た 。 と こ ろ が竪者が f竪義j をお こ な う 十題の問題 を列記 し た 「十

題J は、 「杉原一枚J に書かれ る も の で、 「礼紙J ・ 「立紙J の いずれ も 用いず、 細 く 切

っ た紙を巻い て 封 と す る こ と に な っ て いた。 そ し て 「杉原二枚J － 「杉原一枚j ・ 「礼紙」

「立文J は、 いずれ も 「折」 ではな く 「巻J と 表現 さ れてい る 点は看過 し が たい と こ ろ

であ る 。 そ こ で こ れ ら 料紙の形態 を ま と め る な ら ば、

「返事J ： 「杉原一枚」 ＋ 「礼紙J ＋ 「立紙J （捻封）

「二字J ： 「杉原二枚」 ＋ 「礼紙J

「義名J ： 「杉原二枚J ＋ 「立紙j （折封）

「十題J ： 「杉原一枚J

と い う こ と に な り 、 竪者が探題に発給す る 四通の文書は、 いずれ も 同一の形態を も た ぬ こ

と が確認 さ れ る 。 しか し 各 々 の形態 を変え る 積極的な 理 由 と そ の意味に つい て は、 「維摩

会遂業 日 記J に全 く 触れ ら れ る こ と はない。 ただ こ れ ら の四通の他に、 竪者が発給す る 文

書 と し て の 「御請請文j ・ 「捧物送文」 は、 各 々 「杉原二枚重而書之、 立紙捻之、 或押折

之J 、 「杉原二枚重市書之、 立紙上下捻之、 或押折之、 」 と あ り 、 「杉原二枚J と 「立紙J

の組合せ と な っ て い る 。 こ れ ら の事例のみ での断言は僚ら れ る が、 竪者が発給す る 書札様

の文書の場合、 単独 で機能す る 文書 と し て は、 【 「杉原二枚J （本紙 ・ 裏紙） ＋ 「立紙J 】

を基本的 な形態 と し てお り 、 「礼紙」 が裏紙 ・ 懸紙の代替 と し て の役割 を も っ と 考 え る な

ら ば、 こ の基本的形態か ら 「返事J － 「二字J の変形が生 ま れ る と い う 理解 も 可能で あ ろ

う 。 ま た 「十題J は、 本来単独 で機能す る も の では な く 、 「義名J に付加 さ れ る も の と 考

え ら れる 以上、 そ の形態の不完全 さ も 納得で き ょ う 。 ただ し 「維摩会遂業 日 記」 は、 あ く

ま で維摩会竪義 に他寺分 と し て招請 さ れた東大寺僧の故実 を記 し た も の であ り 、 直ち に一

般的 な形態 を示す論拠にはな り え な い こ と には留意 し てお き たい。 。

と こ ろ で興福寺大乗院 門跡尋尊は寺務に関 わ る 故実を類衆 し 、 こ れは後に 「尋尊御記J

（興福寺所蔵） と 呼ばれ る こ と に な っ た。 こ の 中 に 、 興福寺別 当 の補任に あ た り 藤氏長者

か ら 別 当 に発給 さ れる 「三度長者宣J を う け て 、 そ の各 々 に別当 が発給す る 「請文J の

「書様J が記 さ れ る 。

謹請
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長者宣

右、 去廿九 日 長者宣 （戊刻） 到来品、 今 日 令補興福寺別 当事、 官牒未到之問、 早守

先規、 且可令沙汰者、 護所請如件、

応永九年五 月 四 日 法印大僧都孝円 〈詩文）

（中略）

謹誇

長者宣

是ハ初度御請文也、 強杉原二枚引重テ書之、 一枚ニ テ礼紙、 一枚ニ

テ立文、 表書ハ無之、 御位所計也、 法印大僧都孝 円 〈請文） 如此書

テ 御前ニ進之 、 次坊官給之テ退出、 第二度 長者宣持参如前、

右、 去廿九 日 長者宣 〈戊刻） 到来4、 以法印大和 尚位大僧都孝 円 、 宜為諸供別 当者、

謹所誇如件、

応永九年五 月 四 日 法印大僧都孝 円 〈請文〉

（中略）

謹請

長者宣

是ハ第二度御詩文也、 二枚引重テ書之、 無礼紙、 一枚立文也、 上下

押折、 位所等無之、 次第如先、 文第三度 宣持参之、

右、 去廿九 日 長者宣 〈成刻） 到来件、 以法印 ＼ ＼ ＼ ＼ 孝 円 、 宜為龍門 ・ 龍蓋両寺別

当者、 護所請如件、

応永九年五 月 四 日 法印大僧都孝 円 （請文）

是ハ第二度御請文也、 書様等如第二度也、

「三度長者宣J を請け た興福寺別 当 は、 そ の度 ご と に 「初度」 ・ 「第二度j ・ 「第三度J

の 「請文j を発給する が、 「初度J と 「第二度J ・ 「第三度」 ではその形態 を異にす る 。

つ ま り 「初度J の 「強杉原二枚j （本紙 ・ 裏紙） を重ねて書い た 「請文J は、 共紙の 「礼

紙J と 「立文J （ ＝ 「立紙j 、 懸紙 ・ 封紙） に よ り包 ま れてお り 、 全て 四紙か ら 構成 さ れ

る こ と に な る 。 と こ ろ が 「第二度J ・ 「第三度j では、 「強杉原二枚J は同 じ で あ る が、

「礼紙J は な く 「立文J のみで包ま れてお り 、 計三紙か ら 構成 さ れ る 。 「礼紙」 が加わ る

か否か に よ り 、 厚礼の 「初度」 に対 し 、 「第二度J 以下 は相対的 に薄礼 と い う こ と に な ろ

う 。 そ し て こ の別 当発給の 「請文J において も 、 【 「強杉原二枚J （本紙 ・ 裏紙） ＋ 「立



文j 】 が基本的 な形態であ り 、 こ れに 「礼紙j を加え る こ と に よ り 丁重 さ を表現 し た と も

解釈で き ょ う 。

こ の よ う に 中世の南都寺院 において発給 ・ 受給 さ れ る い わゆる 書札様文書は、 本紙 ・ 裏
紙の 「二枚」 と 「立文J （ 「立紙J ） に よ る 文書料紙の使い方 を、 基本的 な形態 と 考 え る

こ と は可能であ ろ う 。 た だ し 「書様」 と そ の形態は、 さ さ い な理 由 に よ っ て変化を と げ る

こ と も 多 々 あ り 、 そ の変化について必ずし も重大な理 由 が存在 し た と は言い難い こ と も確

かであ る 。

なお文書料紙は、 「強杉原二枚引 重テ書之」 と の文言か ら 明 ら かな よ う に 、 二枚一体 と

し て 用い る も の であ り 、 こ れはすで に 田 中稔氏に よ り 指摘 されて きた （同氏 「絵巻に見え

る 書状の書 き方」 等、 『中世史料論考』 所収） 。 こ れ ら の文書料紙は、 「檀紙一束J

「雑紙四 百帖J と の表現 に も 明 ら か な よ う に、 一枚づつではな く 「東J － 「帖j を単位 と

し て保管 さ れ る （ そ の数量につい て は小野氏前掲書 に指摘が あ る ） 。 こ れ ら は天地袖奥 を

化粧断 ち さ れた も の と 考 え ら れ る が、 以下 に掲げ る 某書状 （ 「大乗院寺社雑事記J 第三四

冊二七丁紙背文書） には、

一雑紙事、 相国寺泉都寺 （亀泉集詮） 、 此御所之御代官に て候、 我 ら も 細 々 濃入者に

て候、 何方へ も 申 候て く れ侯へ と 申候、 は し き り 候ハす候やす き 紙廿束、 文は し き

り 候紙十東所用候、 （下略）

と あ り 、 「は し き り 」 つ ま り 化粧断ち さ れた紙の他に、 「 は し き り J し ない 「やすき紙j

も 流通 し て い た こ と が窺われ る の で あ る。 こ の様に、 料紙の形状に も 目 を向 け 、 そ の意味

につい て検討を加え る 必要があ る こ と は言 う ま で も ない。

3 、 紙質 と 呼称、

前述 し た維摩会竪者の発給す る 「返事J － 「二字J － f義名」 ・ 「十題J は、 いずれ も

「杉原j 紙に書かれ、 ま た興福寺別 当 の発給す る 「請文J は 「強杉原J に書かれる こ と に

な っ ていた。 特定の形式を もっ文書 が 、 特定の紙質 と 常 に対応す る と は考え が た いが、 文

書が寺院社会において 占 め る位置 ・ 役割 に よ り 、 その料紙の紙質が決定 さ れたで あ ろ う こ

と は 容易 に想像で き る 。 そ こ で特定の紙質が用い ら れ る 文書形式の事例のい く つ か につい

て触れる こ と に し たい。

興福寺維摩会に お け る 竪者発給の文書 と は別に、 探題 を兼ね る 興福寺別 当 が、 竪者 と 問

答 を行 う 問者を 招請す る た め に発給す る 「用意廻請」 は、 「強杉原一枚ニ書之、 表巻一枚
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竪紙也、 J （ 「尋尊御記J ） と あ る よ う に 、 「強杉原J を料紙 と する 。 こ の 「強杉原」 は

法会 に職衆 を招請する た め に発給 さ れ る 「請定J ・ 「廻請J に し ば し ば用い ら れてお り 、

興福寺心経会において も 、 「此廻請強杉原一向無之之問、 被用鳥子了、 J （ 「大乗院寺社

雑事記」 文明 2 年正 月 1 2 日 条） と あ る よ う に 、 「廻請J には 「強杉原J を用い る こ と が

原則で あ り 、 そ の 用意がない場合 に は代わ り に 「鳥子J が用い ら れた と い う 。 こ の 「強杉

原J が如何な る 紙であ り 、 「杉原J と は質的 に如何に相違す る か について明 ら にす る た め

には、 現存す る 「廻請J 等の実物の確認作業を進め ねばな る ま い 。

ま た興福寺二階堂修正会 に あ た り 、 大乗院 が二階堂に供与 し た物品 のなかに、

厚紙 〈二帖、 牛玉料） 杉原 〈ー帖、 同料） 杉原 （ー帖、 五枚、 大調諦料、 或雑紙

一束也）

と い う 幾種類か の紙が含まれて い た （ 「大乗院寺社雑事記J 文明 7 年正 月 1 2 日 条） 。 こ

れ ら の紙は修正会 において摺 ら れ る 「牛玉J 宝印 と 「大瓢諦」 文の料紙 と し て 用い ら れた

も の であ り 、 こ こ で も 「杉原J が多用 さ れていた こ と が知 ら れ る 。 なお 「厚紙J － 「雑紙J

については、 史料上 に散見 さ れ る 料紙であ る が、 それ ら が 「杉原J ・ 「檀紙J ・ 「鳥子」

な ど の異称で あ る のか、 そ れ ら と は別の範囲奪に属す る も の であ る のか、 これま た今後の課

題であ る 。

と こ ろ で 「大乗院寺社雑事記J 寛正 3 年 7 月 2 日 条に、 「一伊勢守返花瓶一、 卓一、 引

合十帖到来、 」 と の記事が見 ら れ、 し か も こ の記事 に対応す る 伊勢貞親の返物注文が、

「大乗院寺社雑事記J 巻廿ー の紙背 に現存す る 。 折紙に記 さ れた こ の注文には、

（端裏） 「大乗院殿参J

花瓶 一 〈胡銅〉

卓

杉原 十帖

と 記 さ れてい る 。 つ ま り 貞親の進物 を実見 し た で あ ろ う 尋尊は、 注文 に貞親が 「杉原十帖J

と 書いた紙を、 わ ざわ ざ 日記には 「引合十帖」 と 書 き つ け て い る の で あ る 。 「 引 合J が如

何な る 料紙であ る も のか未だ定説は ないが、 貞親 と 尋尊に よ る 呼称、の違いは、 こ の両者が

紙質 と し て 大 き な違い が ない こ と を示唆す る も の で はなかろ う か 。 ま た 「塵添品嚢抄J に

は 「檀紙ハ陸奥 ヨ リ 始マ リ ケル也、 俗ニ 引合 ト 云ハ是也J と あ り 、 さ ら に江戸時代の も の

であ る が 「紙譜J には、 「大鷹 （檀紙、 引合、 大縮、 松皮紙＞ J ・ 「中鷹 （ 引 合、 中縮＞ J 

「小鷹 〈小 〔縮 カ 〕 、 鬼杉原〉 」 と あ る こ と か ら 、 「檀紙J ・ 「号 ｜合j ・ 「杉原J は同



質で あ っ た と い う こ と に な る 。 こ れ ら 同質の紙の相違点であ る が 、 「紙譜j に よ る な ら ば

「縮J の大 ・ 中 ・ 小 と い う こ と で あ り 、 「貞丈雑記J 巻十四 の註記、 「今京都ニテハ紙 ノ

タ ケ大キ ク ヨ コ ニ シ ホ ア リ テ厚キ ヲ ダ ンシ ト 云 フ 、 紙 ノ タ ケ ダ ンシ ヨ リ ノVト ク ウ ス ク 、 タ

テ ニ シボアル ヲ 引 合 ト 云 ヒ ナ ラ ハセ リ 、 J と の説に よ れば、 紙の大 き さ と い う こ と に な る

（ただ し伊勢貞丈は 「檀紙 と 引 合 と は別の紙也、 世の人はだん し のー名 を 引 合 と 云 と 心得

る は あやま り 也、 J と す る ） 。 後世の諸説は あれ、 少な く と も 室町時代にお いて、 「檀紙J

と 「 引合J 、 「 引 合J と 「杉原J が、 紙質 と し ては大 き な違い がな か っ た こ と は確かな よ

う で あ る 。 ただ し こ れ ら 同質の料紙が、 何を指標 と し て異な る 呼称、 を も つ に至 っ た の か に

ついては、 各 々 の品質 ・ 風格 と い う 要因 が想定 さ れ る わ け で あ る が 、 そ の詳細については

依然未解決であ る 。

さ て 「杉原j ・ 「 号 ｜ 合J ・ 「檀紙J はおおむね堵紙系 の紙で あ る が 、 こ の他に 「廻請J

の料紙 と し て用い ら れた 「烏子J が あ る 。 こ の 「鳥子」 は椿で はな く 雁皮を原料 と し て漉

かれた紙であ り 、 風合 も 「杉原J と は異な る も の と 考 え ら れてい る 。 では何故 に 「強杉原」

の代わ り に 「鳥子J が用い ら れた の であ ろ う か。 料紙の原料 を め ぐ り 軽 々 に断定 を下すこ

と は で き な いが、 「醍醐寺文書J に鳥子紙の製法について触れた室町時代成立の史料 （ 7

3 函 5 号） が伝来す る 。

（端裏） 「鳥子 ノ 事J

ツ ク リ 鳥子スルヤ ウ

（ 夕 ＼ ノ 深山 木 ノ ハ イ 也、 〉

マ キ ノ ハ イ ヲ ア ク ニ タ レ テ、 紙 ヲ ツ ケ テシハ ラ ク カ ミ ニ ヒ タ シ テ、 ホサスシ テ ソ ノ マ

＼ ウ ツナ リ 、

こ こ に記 さ れ る 、 木灰の灰汁に晒 し 乾 さ ずに繊維 を打つ と い う 製法は大い に注 目 さ れ る

と こ ろ で あ る が 、 そ の繊維が雁皮 と 断定 し て よ い の か と い う 疑問 に 、 こ の史料は全 く 答 え

る と こ ろ が な い。 「強杉原J の代替 と な る 「鳥子」 について、 雁皮以外の可能性は皆無で

あ る のか否かについ て は、 科学的 な分析に よ り 確定せねばな る ま い。

以上の よ う に 、 寺院 におい て用い ら れた紙 をめ ぐる 幾つかの間題点について、 主に史料

に拠 り な が ら 列記 し た わ け で あ る が 、 こ れ ら の問題点の解明 を、 今後 の調査 ・ 検討作業 を

進め る に あ た っ て の課題 と し たい 。
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